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障害者差別解消支援地域協議会　第1回

条例パンフレットの作成について 
 

 

１ 目的 

条例の制定及びその内容を広く都民及び事業者に周知することを目的に、パ

ンフレットを作成する。 

 

 

２ 作成内容 

 下記２種類の作成を予定する。 

 （１）簡易版（別添参照） 

   ア コンセプト 条例のポイントである、「合理的配慮の提供の義務化」、

「紛争解決の仕組みの整備」、「相談体制の強化」を伝

えることに主眼を置き、関心を持つきっかけとなるパ

ンフレット 

      イ 配布先 事業者（加盟店含む）、公共交通機関、教育機関、当事者、 

行政機関等。特に、事業者への配布に重点を置く。 

   ウ サイズ等 Ａ４サイズで両面刷り 

   エ スケジュール 

〇５月下旬      第一校作成後、地域協議会委員に提示し、意見

募集を行った。 

    〇７月１０日（本日） 第二校を作成・提示 

    〇９月        完成・配布 

 

 （２）詳細版 

   ア 概要  

     Ｂ６サイズの手に取りやすいものを作成する。条例の内容を広く都

民へ理解を求めるため２０ページから３０ページ程度を予定する。 

 なお、障害当事者等にも理解を促すため、「分かりやすい版」の作成

も併せて行う。 

   イ スケジュール 

    〇９月から１０月頃  地域協議会委員に提示、意見募集を行う。 

    〇１１月末      完成、配布 

   


